一般社団法人島原半島観光連盟「嘱託職員」募集要項
■名称

一般社団法人島原半島観光連盟

■代表者　
楠田　喜熊（会長）
■住所

〒855-0879　長崎県島原市平成町1-1雲仙岳災害記念館内



HP<http://www.shimakanren.com>
■組織概要
　島原半島の地域づくりと観光振興を目的とした着地型観光の拡大と定着化、自然体

験等のプログラム企画・運営や地域内のジオパークに関連する素材（温泉・景観・食

等）をテーマとした観光商品開発など、観光と街づくりの総合的なコーディネート組

織。2009年11月に一般社団法人となりました。
■事業内容
１．観光資源の宣伝、紹介及び観光旅行者の誘致促進に関すること。


２．観光文化の振興に関すること。



３．観光振興のためのイベント等の実施に関すること。



４．観光地の環境整備に関すること。



５．観光情報の収集及び提供に関すること。



６．観光事業に係る調査研究に関すること。



７．島原半島の観光振興計画の策定に関すること。

■募集職種
事務系総合職嘱託職員。
■募集人員
若干名。
■応募資格　　　平成23年3月11日以降に離職した失業者で、過去に緊急雇用創出事業で雇用されて

いないこと。普通自動車（ＡＴ限定可）免許を所持。学歴不問。
■勤務時間
8：30～17：15
■勤務地
当連盟所在地
■給与月額
18万円＋通勤手当（15,000円／月まで。但し島原市内からの通勤除く）。


観光業務経験年数等を考慮し決定します。
■休暇

原則週休2日（土日）、祝日、年末年始休暇6日、慶弔・傷病休暇等の特別休暇。
■福利厚生
健康保険・年金・雇用保険完備。
■雇用期間
平成24年4月11日（予定）～平成25年3月31日
■募集ｽｹｼﾞｭｰﾙ
応募締切：平成24年4月9日（月）午後5時履歴書必着。
■応募方法
ハローワークからの紹介状及び履歴書を応募締切日までに、当連盟事務局まで郵

送または持参。応募の秘密は厳守いたします。応募書類は返却いたしません。

■試験及び面接
書類選考合格者には面接・小論文試験日をご連絡します。
■提出書類
履歴書（自筆、市販の用紙を用いて、写真貼付後に署名捺印ください。
■試験方法
書類選考・小論文・面接
■注意事項
平成24年度緊急雇用創出事業臨時特例基金事業での雇用となります。
■問い合わせ
電話：0957-62-0655　 FAX：0957-62-0680　連盟事務局



Email：shimakanren@gamadas.jp

＜この募集要項は転載自由とします。但し当連盟で対価は支払いません＞

